
湖周行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、組合長及び監査委員をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関

する法律施行令（平成１５年政令第５０７号）で使用する用語の例による。 

（開示請求に係る手数料等） 

第３条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とす

る。 

２ 法第８７条第１項の規定による写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、

当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が特定個人情報の写しの交付を求

めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別な理由があると認め

るときは、当該特定個人情報の写しの作成及び送付に要する費用を減額し、又は免除す

ることができる。 

 （補則） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （湖周行政事務組合個人情報保護条例の廃止） 

第２条 湖周行政事務組合個人情報保護条例（平成２３年湖周行政事務組合条例第１０号）

は、廃止する。 

 （経過措置） 

第３条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の湖周行政事務組合個人情報保

護条例（以下「旧条例」という。）第２条第１号に規定する実施機関（以下「旧実施機関」



という。）の職員である者又は職員であった者のうち、前条の規定の施行前において旧条

例第２条第２号に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）の取扱いに従事して

いた者に係る旧条例第３条第２項の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他

人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない責務については、前条の規定の施行後

も、なお従前の例による。 

２ 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報取扱事務の処理を受託したも

のが行う当該業務に従事している者若しくは従事していた者又は公の施設の指定管理者

の指定を受けたものが行う当該業務に従事している者若しくは従事していた者に係る旧

条例第１３条第２項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人

に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない責務については、前条の規定の施行後

も、なお従前の例による。 

３ 前条の規定の施行の日前に旧条例第１４条第１項若しくは第２項又は第１７条から第

１９条までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己の個人情報の

開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止については、なお従前の例による。 

 （湖周行政事務組合情報公開条例の一部改正） 

第４条 湖周行政事務組合情報公開条例（平成２３年湖周行政事務組合条例第９号）の一

部を次のように改正する。 

 第１４条第１項中「１５日」を「３０日」に改める。 

 第１５条中「４５日」を「６０日」に改める。 

 第２３条第１項中「湖周行政事務組合個人情報保護条例（平成２３年条例第１０号。以

下「個人情報保護条例」という。）第２４条」を「個人情報の保護に関する法律（平成   

１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）第１０５条第３項において準用

する同条第１項」に、「並びに個人情報保護条例第７条第３項第６号及び第８条第１項第

６号、第１０条及び第１５条第５号の規定により意見を聴くため並びに情報公開制度及

び個人情報保護制度」を「及び情報公開制度」に改め、同条第２項中「及び個人情報保護」

を削る。 

 第２７条第１項中「個人情報保護条例第２１条に規定する開示等可否決定」を「個人情

報保護法第８２条、第９３条及び第１０１条に規定する決定」に改める。 

  


